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 香川県指定事務受託法人及び指定市町村事務受託法人の指定等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和４年３月25日 

                                                   香川県知事  浜  田  恵  造   

香川県規則第18号 

香川県指定事務受託法人及び指定市町村事務受託法人の指定等に関する規則の一部を改正する規則 

香川県指定事務受託法人及び指定市町村事務受託法人の指定等に関する規則（平成18年香川県規則第57号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

香川県指定事務受託法人、指定市町村事務受託法人及び指定都道府県

事務受託法人の指定等に関する規則 

香川県指定事務受託法人及び指定市町村事務受託法人の指定等に関す

る規則 

  

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規則は、児童福祉法（昭和22年法律第1 6 4号）、介護保険法（ 

平成９年法律第1 2 3号）、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律（平成17年法律第1 2 3号。以下「障害者総合支援法」とい

う。）、児童福祉法施行令（昭和23年政令第74号）、介護保険法施行令（ 

平成10年政令第4 1 2号）、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律施行令（平成18年政令第10号。以下「障害者総合支援法施

行令」という。）、児童福祉法施行規則（昭和23年厚生省令第11号）、介

護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）及び障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成18年厚生労働省令

第19号）に定めるもののほか、指定事務受託法人、指定市町村事務受託法

人又は指定都道府県事務受託法人の指定等に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

第１条 この規則は、児童福祉法（昭和22年法律第1 6 4号）、介護保険法（ 

平成９年法律第1 2 3号）、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律（平成17年法律第1 2 3号。以下「障害者総合支援法」とい

う。）、児童福祉法施行令（昭和23年政令第74号）、介護保険法施行令（ 

平成10年政令第4 1 2号）、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律施行令（平成18年政令第10号。以下「障害者総合支援法施

行令」という。）、児童福祉法施行規則（昭和23年厚生省令第11号）、介

護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）及び障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成18年厚生労働省令

第19号）に定めるもののほか、指定事務受託法人又は指定市町村事務受託

法人の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。 

  

（指定の申請等） （指定の申請等） 

第２条 児童福祉法施行令第44条の８第２項、介護保険法施行令第11条の７

第１項又は障害者総合支援法施行令第３条の２第２項の申請は、指定事務

受託法人・指定都道府県事務受託法人指定申請書（第１号様式）により、

介護保険法施行令第11条の２第１項の申請は、指定市町村事務受託法人指

定申請書（第２号様式）により、それぞれ行うものとする。 

第２条 児童福祉法施行令第44条の８第２項又は障害者総合支援法施行令第

３条の２第２項の申請は、指定事務受託法人指定申請書（第１号様式）に

より、介護保険法施行令第11条の２第１項の申請は、指定市町村事務受託

法人指定申請書（第２号様式）により、それぞれ行うものとする。 

２ 児童福祉法第57条の３の４第１項、介護保険法第24条の２第１項若しく

は第24条の３第１項又は障害者総合支援法第11条の２第１項の規定による

指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る市町村等事務受託事務所、市

２ 児童福祉法第57条の３の４第１項、介護保険法第24条の２第１項又は障

害者総合支援法第11条の２第１項の規定による指定を受けた者は、その旨

を当該指定に係る市町村等事務受託事務所又は市町村事務受託事務所の見
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町村事務受託事務所又は都道府県事務受託事務所の見やすい場所に掲示す

るものとする。 

やすい場所に掲示するものとする。 

  

（名称等の変更の届出等） （名称等の変更の届出等） 

第３条 児童福祉法施行令第44条の10第１項、介護保険法施行令第11条の８

第１項又は障害者総合支援法施行令第３条の４第１項の規定による届出は、

変更届出書（第３号様式）又は廃止（休止、再開）届出書（第５号様式）

により、介護保険法施行令第11条の３第１項の規定による届出は、変更届

出書（第４号様式）又は廃止（休止、再開）届出書（第６号様式）により、

それぞれ行うものとする。 

第３条 児童福祉法施行令第44条の10第１項又は障害者総合支援法施行令第

３条の４第１項の規定による届出は、変更届出書（第３号様式）又は廃止

（休止、再開）届出書（第５号様式）により、介護保険法施行令第11条の

３第１項の規定による届出は、変更届出書（第４号様式）又は廃止（休止、

再開）届出書（第６号様式）により、それぞれ行うものとする。 

  

（市町等への情報提供） （市町等への情報提供） 

第４条 知事は、児童福祉法第57条の３の４第１項、介護保険法第24条の３

第１項若しくは障害者総合支援法第11条の２第１項の規定による指定をし

たとき又は前条の届出があったときは、市町その他関係機関に対し、当該

指定又は届出に係る指定事務受託法人又は指定都道府県事務受託法人に関

する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。 

第４条 知事は、児童福祉法第57条の３の４第１項若しくは障害者総合支援

法第11条の２第１項の規定による指定をしたとき又は前条の届出があった

ときは、市町その他関係機関に対し、当該指定又は届出に係る指定事務受

託法人に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。 

(１) 市町村等事務受託事務所又は都道府県事務受託事務所の名称及び所

在地 

(１) 市町村等事務受託事務所の名称及び所在地 

(２) 指定事務受託法人又は指定都道府県事務受託法人の名称及び主たる

事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 

(２) 指定事務受託法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の

氏名、生年月日、住所及び職名 

(３) 略 (３) 略 

(４) 市町村等事務又は都道府県事務の廃止、休止又は再開年月日 (４) 市町村等事務の廃止、休止又は再開年月日 

(５) 市町村等事務又は都道府県事務の種類 (５) 市町村等事務の種類 

(６) 市町村等事務又は都道府県事務の開始年月日 (６) 市町村等事務の開始年月日 

(７) 市町村等事務受託事務所又は都道府県事務受託事務所の管理者の氏

名、生年月日及び住所 

(７) 市町村等事務受託事務所の管理者の氏名、生年月日及び住所 

(８)・(９) 略 (８)・(９) 略 

  

（指定等の公示） （指定等の公示） 

第５条 児童福祉法施行令第44条の13第１項、介護保険法施行令第11条の11

又は障害者総合支援法施行令第３条の７第１項の規定による公示は、指定

事務受託法人又は指定都道府県事務受託法人に関する次に掲げる事項につ

いて行うものとする。 

第５条 児童福祉法施行令第44条の13第１項又は障害者総合支援法施行令第

３条の７第１項の規定による公示は、指定事務受託法人に関する次に掲げ

る事項について行うものとする。 

(１) 市町村等事務受託事務所又は都道府県事務受託事務所の名称及び所 (１) 市町村等事務受託事務所の名称及び所在地 
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在地 

(２) 指定事務受託法人又は都道府県事務受託法人の名称及び主たる事務

所の所在地並びに代表者の氏名及び住所 

(２) 指定事務受託法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の

氏名及び住所 

(３) 指定若しくは指定の取消しの年月日、指定の全部若しくは一部の効

力の停止の期間又は市町村等事務若しくは都道府県事務の廃止、休止若

しくは再開年月日 

(３) 指定若しくは指定の取消しの年月日又は指定の全部若しくは一部の

効力の停止の期間又は市町村等事務の廃止、休止又は再開年月日 

(４) 市町村等事務又は都道府県事務の種類 (４) 市町村等事務の種類 

２ 略 ２ 略 

  

（補則） （補則） 

第６条 この規則に定めるもののほか、指定事務受託法人、指定市町村事務

受託法人又は指定都道府県事務受託法人の指定等に関し必要な事項は、別

に定める。 

第６条 この規則に定めるもののほか、指定事務受託法人又は指定市町村事

務受託法人の指定等に関し必要な事項は、別に定める。 
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第１号様式（第２条関係） 第１号様式（第２条関係） 
※受付番号  

指定事務受託法人・指定都道府県事務受託法人指定申請書 

年  月  日  

   香川県知事     殿 
申請者 所 在 地           

名   称           
代表者氏名           

  児童福祉法施行令第44条の８第１項 

  介護保険法施行令第11条の７第１項                       の 

  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第３条の２第１項 

規定による指定事務受託法人・指定都道府県事務受託法人の指定を受けたいので、次のとお 

り申請します。 

  
※市町村等事務・都道府県事務受託事務所所

在地市町番号 
 

申 
 
 
 

請 
 
 

 

者 

フ リ ガ ナ  

名 称  

主たる事務所の 

所 在 地 

（郵便番号   ―    ） 
 

（ビルの名称等） 

連 絡 先 電 話 番 号  ＦＡＸ番号  

法 人 の 種 別  法人所轄庁  

代 表 者 の 職・ 
氏 名・生 年 月 日 

職 名  
フリガナ  生年月日 

 氏 名  

代 表 者 の 住 所 

（郵便番号   －    ） 

 

（ビルの名称等） 

指定を

受けよ

うとす

る市町

村等事

務・都

道府県

事務受

託事務

所 

フ リ ガ ナ  

名 称  

市町村等事務・ 

都道府県事務受託 

事務所の所在地 

（郵便番号   ―    ） 

 

（ビルの名称等） 

市町村等事務・ 
都道府県事務受託
事 務 所 連 絡 先 

電話番号  ＦＡＸ番号  

市 町 村 等 事 務 

・都道府県事務 

の 種 類 

 児童福祉法第57条の３の４第１項第１号に規定する事務 

 介護保険法第24条の３第１項第１号に規定する事務 

 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第11条
の２第１項第１号に規定する事務 

市町村等事務・都道府県事務の開始の予定年月日  

備考 １ ※印の欄には、記載しないでください。 
２ 「法人の種別」欄は、社会福祉法人、医療法人、一般社団法人、一般財団法人、
株式会社等の別を記載してください。 

３ 「法人所轄庁」欄は、申請者が認可法人である場合に、その主務官庁の名称を
記載してください。 

４ 「市町村等事務・都道府県事務の種類」欄は、今回申請するものについて、該
当する欄に○を記載してください。 

５ この申請書には、知事が別に定める書類を添付してください。 
  

※受付番号  

指定事務受託法人指定申請書 

年  月  日  
   香川県知事     殿 

申請者 所 在 地           
名   称           

代表者氏名           

  
児童福祉法施行令第44条の８第１項                       

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第３条の２第１項
の 

規定による指定事務受託法人の指定を受けたいので、次のとおり申請します。 

 

  ※市町村等事務受託事務所所在地市町番号  

申 
 

 
 

請 
 
 

 

者 

フ リ ガ ナ  

名 称  

主たる事務所の 

所 在 地 

（郵便番号   ―    ） 
 

（ビルの名称等） 

連 絡 先 電 話 番 号  ＦＡＸ番号  

法 人 の 種 別  法人所轄庁  

代 表 者 の 職・ 
氏 名・生 年 月 日 

職 名  
フリガナ  生年月日 

 氏 名  

代 表 者 の 住 所 

（郵便番号   －    ） 

 

（ビルの名称等） 

指定を

受けよ

うとす

る市町

村事務

受託事

務所 

フ リ ガ ナ  

名 称  

市町村等事務受託 

事務所の所在地 

（郵便番号   ―    ） 

 

（ビルの名称等） 

市町村等事務受託
事 務 所 連 絡 先 

電話番号  ＦＡＸ番号  

市 町 村 等 事 務 

の 種 類 

 児童福祉法第57条の３の４第１項第１号に規定する事務 

 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第11条
の２第１項第１号に規定する事務 

市町村等事務の開始の予定年月日  

備考 １ ※印の欄には、記載しないでください。 
２ 「法人の種別」欄は、社会福祉法人、医療法人、一般社団法人、一般財団法人、
株式会社等の別を記載してください。 

３ 「法人所轄庁」欄は、申請者が認可法人である場合に、その主務官庁の名称を
記載してください。 

４ 「市町村等事務の種類」欄は、今回申請するものについて、該当する欄に○を
記載してください。 

５ この申請書には、知事が別に定める書類を添付してください。 
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第３号様式（第３条関係） 第３号様式（第３条関係） 
変 更 届 出 書                

年  月  日  

   香川県知事     殿 

届出者 所 在 地 

名   称 

代表者氏名           

                      児童福祉法施行令第44条の10第１項 
次のとおり指定を受けた内容を変更しますので、介護保険法施行令第11条の８第１項 
                      障害者の日常生活及び社会生活を総合的 

 
                     の規定により届け出ます。 
に支援するための法律施行令第３条の４第１項 
 

指定内容を変更する市町村等事務・都道府県
事務受託事務所 

名 称 

所在地 

市町村等事務又は都道府県事務の種類  

変 更 が あ る 事 項  変 更 の 内 容 

１ 市町村等事務・都道府県事務受託事務所
の名称 

（変更前） 

２ 
市町村等事務・都道府県事務受託事務所
の所在地 

３ 申請者の名称 

４ 主たる事務所の所在地 

５ 代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 

６ 
定款又は寄附行為及びその登記事項証明
書等（当該指定に係る事務に関するもの
に限る。） 

（変更後） 

７ 
市町村等事務・都道府県事務受託事務所
の建物の構造、専用区画等 

８ 
市町村等事務・都道府県事務受託事務所
の管理者の氏名、生年月日、住所及び経
歴 

９ 役員の氏名、生年月日及び住所 

変 更 年 月 日         年  月  日 

備考 １ 該当項目番号を○で囲んでください。 

２ 変更内容が分かる書類を添付してください。 

  

変 更 届 出 書                

年  月  日  

   香川県知事     殿 

届出者 所 在 地 

名   称 

代表者氏名           

 

次のとおり指定を受けた内容を変更しますので、
児童福祉法施行令第44条の10第１項   

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
 

                                       

支援するための法律施行令第３条の４第１項
の規定により届け出ます。 

 

指定内容を変更する市町村等事務受託事務所 

名 称 

所在地 

市 町 村 等 事 務 の 種 類  

変 更 が あ る 事 項 変 更 の 内 容 

１ 市町村等事務受託事務所の名称 （変更前） 

２ 市町村等事務受託事務所の所在地 

３ 申請者の名称 

４ 主たる事務所の所在地 

５ 代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 

６ 
定款又は寄附行為及びその登記事項証明
書等（当該指定に係る事務に関するもの
に限る。） 

（変更後） 

７ 
市町村等事務受託事務所の建物の構造、
専用区画等 

８ 
市町村等事務受託事務所の管理者の氏
名、生年月日、住所及び経歴 

９ 役員の氏名、生年月日及び住所 

変 更 年 月 日         年  月  日 

備考 １ 該当項目番号を○で囲んでください。 

２ 変更内容が分かる書類を添付してください。 
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第５号様式（第３条関係） 第５号様式（第３条関係） 
廃 止（休 止、再 開）届 出 書 

 

年  月  日  

   香川県知事     殿 

 

届出者 所 在 地           

名   称           

代表者氏名           

 

                              

次のとおり
市町村等事務

都道府県事務
の廃止（休止、再開）をするので、介護保険法施行令第11条の８ 

                             

第１項 

 第１項                       の規定により届け出ます。 

活を総合的に支援するための法律施行令第３条の４第１項 

 

廃 止（休 止、再 開）す る 

市町村等事務・都道府県事務 

受 託 事 務 所 

名 称 

所在地 

届 出 の 種 類 休止・廃止・再開 

休止（廃止、再開）する年月日       年  月  日 

休 止・廃 止 す る 理 由  

休 止 予 定 期 間     年  月  日～  年  月  日 

 

児童福祉法施行令第44条の10 

障害者の日常生活及び社会生 

 

廃 止（休 止、再 開）届 出 書 

 

年  月  日  

   香川県知事     殿 

 

届出者 所 在 地           

名   称           

代表者氏名           

  

次のとおり市町村等事務の廃止（休止、再開）をするので、
児童福祉法施行令第44条の10

障害者の日常生活及び社会生 
第１項                       

活を総合的に支援するための法律施行令第３条の４第１項
の規定により届け出ます。 

 

廃 止（休 止、再 開）す る 

市 町 村 等 事 務 受 託 事 務 所 

名 称 

所在地 

届 出 の 種 類 休止・廃止・再開 

休止（廃止、再開）する年月日       年  月  日 

休 止・廃 止 す る 理 由  

休 止 予 定 期 間     年  月  日～  年  月  日 

  

  

附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 改正前の第１号様式、第３号様式及び第５号様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。 


